
発 達 障 が い 者 支 援 の さ ら な る 推 進 を 問 う  

 

   質 問 者  下  野  義  子  

 

平 成 １ ７ 年 に 発 達 障 害 者 支 援 法 が 施 行 さ れ

て 以 来 、 発 達 障 害 へ の 理 解 は 広 が り 、 支 援 も

拡 充 さ れ つ つ あ る 。 し か し 、 当 事 者 や 支 え 手

に と っ て 生 き づ ら さ は ま だ ま だ 解 消 さ れ て い

る と は 言 え な い 。 さ ら な る 支 援 の 拡 充 が 必 要

と 考 え 、 以 下 の 点 に つ い て 町 長 、 教 育 長 の 所

見 を 伺 う 。 ① 療 育 セ ン タ ー の 設 置 。 ② パ ー ソ

ナ ル ノ ー ト の 活 用 と 相 談 体 制 の 充 実 。 ③ ５ 歳

児 健 診 の 実 施 。 ④ 地 域 や 学 校 な ど 研 修 の 場 の

拡 充 。⑤ ペ ア レ ン ト メ ン タ ー 養 成 事 業 の 実 施 。 


